
日�
時　

１
月
10
日
（
金
）

　

午
前
10
時
30
分
か
ら
11
時
30
分

　
（
受
付　

午
前
10
時
か
ら
）

場�

所　

憩
い
の
四
季　

娯
楽
室

※
送
迎
バ
ス
あ
り
ま
す
。

対�

象　

お
お
む
ね
60
歳
以
上
の
方

内�

容　

新
春
芸
能
鑑
賞
会

　
津
軽
三
味
線
演
奏
者

　

長
谷
幸
則
さ
ん

問
合
せ
先　

憩
い
の
四
季　

　

☎ 

95
―

１
７
３
９

日�

時　

２
月
３
日
（
月
）

　

午
後
１
時
30
分
か
ら
４
時

場�

所　

扶
桑
町
中
央
公
民
館　

講
堂

　
（
扶
桑
町
大
字
高
木
字
稲
葉
63
）

対�

象　

障
害
当
事
者
、
家
族
、
障
害
福

祉
事
業
所
、
相
談
支
援
専
門
員
、
行

政
職
員
、
医
療
関
係
者
、
そ
の
他
支

援
者
、
研
究
者
な
ど　

ど
な
た
で
も

内�

容

　

第
一
部　

基
調
講
演　

60
分

「
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
に
入
所
し
て
か
ら

の
生
活
」

講
師　

名
古
屋
南
部
法
律
事
務
所　

弁
護
士　

高
森
裕
司
さ
ん

第
二
部　

事
例
報
告　

20
分

「
成
年
後
見
制
度
を
使
っ
て
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
で
生
活
す
る
」　

報
告
者　

尾

張
北
部
権
利
擁
護
支
援
セ
ン
タ
ー
相

談
員

第
三
部　

意
見
交
換
会　

50
分
（
オ

ン
ラ
イ
ン
の
方
は
参
加
で
き
ま
せ
ん
）

ア
ド
バ
イ
ザ
ー　

名
古
屋
南
部
法
律

事
務
所　

弁
護
士　

高
森
裕
司
さ
ん

尾
張
北
部
圏
域
地
域
ア
ド
バ
イ
ザ
ー　

田
代
波
広
さ
ん

定
員　

現
地　

１
０
０
人
（
先
着
順
）

　

オ
ン
ラ
イ
ン　

定
員
な
し

参
加
費　

無
料

申�
込
み
方
法　

オ
ン
ラ
イ

ン
申
込
ペ
ー
ジ
か
ら
申

込
み
（
先
着
順
）

申�

込
期
限　

１
月
29
日
（
水
）

問�

合
せ
先

　

尾
張
北
部
権
利
擁
護
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎ 

０
５
６
８
―

74
―

５
８
８
８

　

定
年
退
職
を
間
近
に
控
え
た
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
の
方
を
対
象
に
「
年
金
制
度

の
概
要
・
手
続
き
」「
雇
用
保
険
・
健
康

保
険
の
上
手
な
活
用
方
法
」
な
ど
に
つ

い
て
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
け
る
セ
ミ

ナ
ー
で
す
。

日�

時　

①
１
月
18
日
（
土
）

　

午
前
９
時
30
分
か
ら
正
午

②�

１
月
19
日
（
日
）

　

午
前
９
時
30
分
か
ら
正
午

③�

１
月
19
日
（
日
）

　

午
後
１
時
30
分
か
ら
４
時

場�

所　

①
小
牧
勤
労
セ
ン
タ
ー
（
小
牧

市
大
字
上
末
２
２
３
３
―

２
）

②
・
③
グ
リ
ー
ン
パ
レ
ス
春
日
井
（
春

日
井
市
東
野
町
字
落
合
池
１
―

２
）

対�

象　

55
歳
以
上
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
お

よ
び
配
偶
者
の
方

定
員　

①
１
２
０
名

　

②
・
③
各
50
名

　
（
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
）

参
加
費　

無
料

申�

込
み　

１
月
６
日
（
月
）
よ
り
お
電

話
に
て
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問�

合
せ
先

　

愛
知
労
福
協
尾
張
北
支
部

　

☎ 

０
５
６
８
―

39
―

５
３
７
６

　
（
平
日　

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時
）

日�
時　

１
月
26
日
（
日
）

　

午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時
30
分

　
（
受
付　

午
後
３
時
ま
で
）

場�

所　

ナ
デ
ィ
ア
パ
ー
ク
「
デ
ザ
イ
ン

ホ
ー
ル
」

内�

容　

法
律
・
税
金
・
登
記
・
年
金
な

ど
あ
な
た
の
疑
問
に
専
門
家
が
お
答

え
し
ま
す
。

問
合
せ
先

　

名
古
屋
税
理
士
会
（
当
番
会
）

　

☎ 

０
５
２
―

７
５
２
―

７
７
１
１

ス
ト
レ
ッ
チ
体
操

日�

時　

１
月
９
日
（
木
）

　

午
前
10
時
か
ら
11
時
30
分

場�

所　

南
児
童
セ
ン
タ
ー

申
込
み
　
１
月
７
日
（
火
）

　

午
後
5
時
ま
で

持�

ち
物　

水
分
補
給
用
の
飲
み
物

服�

装　

動
き
や
す
い
服
装
で
お
越
し
く

だ
さ
い
。（
ジ
ー
ン
ズ
、
ス
カ
ー
ト
は

さ
け
て
く
だ
さ
い
）

※�

南
保
育
園
の
駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

問�

合
せ
先　

子
ど
も
と
文
化
の
森　

　

☎ 

94
ー

１
２
２
３

INFOR
MATION

おし
らせ

大口町市外局番（0587）大口町市外局番（0587）大口町市外局番（0587）

18 令和 7年 1月

講
習
会
・
教
室

講
習
会
・
教
室

退
職
準
備
セ
ミ
ナ
ー

さ
く
ら
大
学（
高
齢
者
教
室
）

そ
の
他

そ
の
他

親
子
ふ
れ
あ
い
広
場

生
活
お
困
り
ご
と
無
料
相
談
会

第
７
回
尾
張
北
部
圏
域
の

障
害
福
祉
を
考
え
る
会



　

農
林
水
産
省
で
は
、
２
月
１
日
現
在

で
「
２
０
２
５
年
農
林
業
セ
ン
サ
ス
」

を
実
施
し
ま
す
。

　

農
林
業
セ
ン
サ
ス
は
、
農
林
業
の
実

態
を
明
ら
か
に
し
、
国
や
都
道
府
県
、

市
区
町
村
は
も
ち
ろ
ん
各
方
面
に
わ
た

り
、
広
く
利
用
で
き
る
総
合
的
な
統
計

資
料
を
得
る
た
め
の
調
査
で
す
。

　

全
国
の
農
家
を
は
じ
め
、
す
べ
て
の

農
林
業
関
係
者
を
対
象
に
行
わ
れ
る
『
農

林
業
の
国
勢
調
査
』
と
も
い
う
べ
き
も

の
で
す
。

　

１
月
中
旬
か
ら
調
査
員
が
農
林
業
関

係
者
の
方
々
を
訪
問
し
て
、
調
査
票
に

農
林
業
の
経
営
状
況
な
ど
の
記
入
を
お

願
い
し
ま
す
。
調
査
票
に
記
入
さ
れ
た

事
項
に
つ
い
て
は
、
統
計
以
外
の
目
的

に
は
使
用
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
皆
さ
ん

の
お
宅
や
会
社
等
に
調
査
員
が
調
査
に

伺
い
ま
し
た
ら
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

問�

合
せ
先

　

行
政
課　

☎ 

95
―

１
６
９
９

　

交
通
事
故
、
詐
欺
、
お
ど
し
な
ど
の

犯
罪
の
被
害
に
あ
い
、
警
察
や
検
察
庁

に
訴
え
た
が
、
検
察
官
が
そ
の
加
害
者

を
起
訴
し
て
く
れ
な
か
っ
た
（
不
起
訴

処
分
と
い
い
ま
す
）。
こ
の
よ
う
な
不
満

を
お
持
ち
の
方
は
、
検
察
審
査
会
に
審

査
申
立
が
で
き
ま
す
。

　

検
察
審
査
会
で
は
、
選
挙
権
を
有
す

る
国
民
の
中
か
ら
「
く
じ
」
で
選
ば
れ

た
11
人
の
検
察
審
査
員
が
、
検
察
官
が

加
害
者
を
起
訴
し
な
か
っ
た
こ
と
の
善

し
悪
し
を
審
査
し
ま
す
。

問�
合
せ
先　

一
宮
検
察
審
査
会
事
務
局

　

☎ 
０
５
８
６
ー

73
ー

３
１
５
９

日�

時　

１
月
25
日(
土)

午
前
11
時
か

ら
午
後
４
時

場�

所　

愛
知
県
産
業
労
働
セ
ン
タ
ー
（
ウ

イ
ン
ク
あ
い
ち
）
６
階

対�

象　

一
般
お
よ
び
高
校
生

※�

参
加
申
込
不
要
・
入
退
場
自
由
・
入

場
無
料

内�

容　

参
加
者
は
希
望
す
る
大
学
の
教

職
員
か
ら
講
義
内
容
・
学
習
方
法
・

受
講
手
続
き
等
に
つ
い
て
、
直
接
相

談
を
実
施
。
大
学
通
信
教
育
の
概
要
、

19令和 7年 1月

INFORMATION
おし
らせ

大口町市外局番（0587）大口町市外局番（0587）大口町市外局番（0587）

２
０
２
５
年
農
林
業
セ
ン
サ
ス

統
計
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

ご
存
知
で
す
か
？
検
察
審
査
会

春
期
大
学
通
信
教
育

　
　
　
　

合
同
入
学
説
明
会

学
習
方
法
、
開
設
学
科
一
覧
、
取
得

で
き
る
教
員
免
許
・
資
格
な
ど
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
小
冊
子
『
大
学
通
信

教
育
ガ
イ
ド
』（
大
学
・
短
大
編
）・（
大

学
院
編
）
を
配
布
し
ま
す
。

　

11
月
12
日
（
火
）、
大
口
町
と
宮
城
県

南
三
陸
町
は
、
災
害
時
に
被
害
を
受
け
た

い
ず
れ
か
の
町
の
要
請
に
応
じ
て
応
援
が

お
こ
な
え
る
よ
う
、「
災
害
時
に
お
け
る

相
互
応
援
協
定
」
を
南
三
陸
町
役
場
に
て

締
結
し
ま
し
た
。

　

平
成
23
年
３
月
11
日
に
発
生
し
た
東
日

本
大
震
災
に
よ
り
被
災
し
た
南
三
陸
町
に

対
し
、
大
口
町
は
平
成
24
年
４
月
か
ら
令

和
３
年
３
月
ま
で
９
年
間
に
渡
り
、
計
８

人
の
職
員
を
復
興
支
援
要
員
と
し
て
派
遣

し
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
縁
か
ら
、
今

後
も
有
事
の
際
に
必
要
な
応
援
を
円
滑
に

お
こ
な
え
る
よ
う
に
と
、
今
回
の
協
定
締

結
に
至
っ
た
も
の
で
す
。

※�

参
加
校
な
ど
の
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問�

合
せ
先
　
公
益
財
団
法
人　

私
立
大

学
通
信
教
育
協
会

　

☎ 

０
３
―

３
８
１
８
―

３
８
７
０

宮
城
県
南
三
陸
町
と
災
害
協
定
を
締
結

▲（左から）佐藤南三陸町長・鈴木大口町長


